
とちぎの公共交通「共創プロジェクト」 令和７年度第１回「福祉×交通」 
 

日時：令和７(2025)年８月５日（火） 14:00～15:30 

会場：栃木県庁北別館 203 会議室・オンライン    

 

 

     １  開  会 

     ２  あいさつ 

     ３  「自家用有償旅客運送事務」に関する研修会   （14:05～14:50） 

     ４  「共創（福祉×交通）」に関する勉強会      （14:50～15:30） 

     ５  閉  会 

 

 

栃木県県土整備部交通政策課 

【 配付資料 】 

 資料１ 自家用有償旅客運送事務に関する研修会（P1～46） 

 資料２ 共創（福祉×交通）に関する勉強会    （P47～54） 
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１ 自家用有償旅客運送とは？

自家用有償旅客運送 とは・・・

バスやタクシーが十分に運行されていない地域に
おいて、自家用車を使用して、有償で、人を運ぶ
ことのできるサービス （道路運送法78条第2号）

出典：矢板市HP 出典：国土交通省HP



１ 自家用有償旅客運送とは？

・ 許可が必要
・ いわゆる「 緑ナンバー 」（事業用自動車）

・ 運転手は２種免許が必要

自動車で誰かを有償で輸送する場合・・・

例外

※では、無償の（人を運ぶ対価としてお金を取らない）場合は・・・

→もちろん許可等は不要、いわゆる「 白ナンバー 」（自家用自動車）

しかし、すべての地域を公共交通等でカバーできる訳ではないため、
自家用自動車（白ナンバー）で有償で輸送する形態も存在

自家用有償旅客運送
（道路運送法78条第2号）

路線バス・タクシー・貸切バスなど

これが基本!



１ 自家用有償旅客運送とは？

出典：公共交通トリセツ（https://kotsutorisetsu.com/20250215-1/）
執筆タイトル：今さら聞けない！「道路運送法」の事業区分 担当：塩士圭介（日本海コンサルタント） 引用者参照日：令和7年7月12日

道路運送法における旅客運送に関する各種事業の一覧表



１ 自家用有償旅客運送とは？

【制度全般】
○自家用有償旅客運送者が利用者から収受する対価の取扱いについて
○自家用有償旅客運送自動車の運転者の要件の取扱いについて
○道路運送法施行規則第51条の16第4項の基準に適合すると認められる者が行う講習の認定要領について

【交通空白地有償運送関係】
○交通空白地有償運送の登録に関する処理方針について
○地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方について

【福祉有償運送関係】
○福祉有償運送の登録に関する処理方針について
○福祉有償運送に係る地域公共交通会議等における協議に当たっての留意点等について

自家用有償旅客運送に関係する主な通達
（国土交通省ホームページ → https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk3_000044.html）

自家用有償旅客運送の登録・届出等について
（栃木県ホームページ → https://www.pref.tochigi.lg.jp/h03/jikayouyuusyou.html ）

手続き等に必要な様式等は
ここからダウンロード！

自家用有償旅客運送について
（国土交通省ホームページ → https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk3_000012.html）

制度に関する法令や機関等の
情報、Q&Aはこちらから入手！

法令等に書かれていない実務上の
運用に関することなどについて
知りたいときはこちら！

自家用有償旅客運送に関することを
調べたいときは…



１ 自家用有償旅客運送とは？
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２ 栃木県内の自家用有償旅客運送の状況

※令和7年7月14日時点栃木県内における自家用有償旅客運送（交通空白地） 登録団体一覧



２ 栃木県内の自家用有償旅客運送の状況

※令和7年7月14日時点
栃木県内における自家用有償旅客運送（福祉） 登録法人一覧

真岡、大田原、那須塩原、
益子、茂木、市貝、芳賀、
塩谷、那珂川

野木、小山、栃木（旧
藤岡）、下野、古河

大田原市、那須塩原市、
那須町、那珂川町

宇都宮市、鹿沼市、日
光市、真岡市、壬生町



２ 栃木県内の自家用有償旅客運送の状況

※令和7年7月14日時点

自家用有償旅客運送（福祉）の手続きに係る市町等の連絡先一覧

市町村名 部 課

宇都宮市 保健福祉部 保健福祉総務課 028-632-2930 028-639-8825 u1901@city.utsunomiya.tochigi.jp

足利市 健康福祉部 元気高齢課 0284-20-2270 0284-20-1456 genki@city.ashikaga.lg.jp

栃木市 保健福祉部 福祉総務課 0282-21-2201 0282-21-2682 f-total02@city.tochigi.lg.jp

佐野市 健康医療部 介護保険課 0283-20-3022 0283-21-3254 kaigo@city.sano.lg.jp

鹿沼市 保健福祉部 高齢福祉課 0289-63-2288 0289-63-2169 koureifukushi@city.kanuma.lg.jp

日光市 健康福祉部 社会福祉課 0288-25-3064 0288-21-5105 shakai-fukushi@city.nikko.lg.jp

小山市 保健福祉部 福祉総務課 0285(22)9624 0285(24)2370 d-fsomu@city.oyama.tochigi.jp

真岡市 健康福祉部 社会福祉課 0285-83-8129 0285-83-8554 syakaifukushi@city.moka.lg.jp

大田原市 保健福祉部 高齢者幸福課 0287-23-8740 0287-23-4521  kourei@city.ohtawara.tochigi.jp 

社会福祉課 0287-43-1116 0287-43-5404 shakaifukushi@city.yaita.lg.jp

幸齢課 0287-43-3896 0287-43-5404 kourei@city.yaita.lg.jp

那須塩原市 保健福祉部 高齢福祉課 0287-62-7137 0287-63-8911 koureifukushi@city.nasushiobara.tochigi.jp

福祉課 028-681-1161 028-682-1305 fukushi@city.tochigi-sakura.lg.jp

高齢課 028-681-1155 028-682-1305 korei@city.tochigi-sakura.lg.jp

那須烏山市 健康福祉課 0287-88-7115 0287-88-6069 kenkohfukushi@city.nasukarasuyama.lg.jp

矢板市 健康福祉部

さくら市 健康福祉部

メールアドレス
担当部署

電話番号 ＦＡＸ番号

下野市 都市建設部 都市政策課 0285-32-8909 0285-32-8612 toshiseisaku@city.shimotsuke.lg.jp

上三川町 健康福祉課 0285-56-9190 0285-56-6868 fukushi01@town.kaminokawa.lg.jp

益子町 生活環境部 高齢者支援課 0285-72-8852 0285-72-6430 kourei@town.mashiko.lg.jp

茂木町 保健福祉課 0285-63-5603 0285-63-5600 kaigo@town.motegi.lg.jp

市貝町 長寿福祉課 0285-68-1113 0285-68-4671 fukusi@town.ichikai.lg.jp

芳賀町 健康福祉課 028-677-6015 028-677-2716 kaigo@town.tochigi-haga.lg.jp

壬生町 住民福祉部 健康福祉課 0282-81-1829 0282-81-1121 kenko@town.mibu.lg.jp

野木町 町民生活部 健康福祉課 0280-57-4173 0280-57-4193 kenkoufukushi@town.nogi.lg.jp

塩谷町 福祉課 0287-47-5173 0287-45-1840 fukushi@town.shioya.lg.jp

高根沢町 健康福祉課 028-675-8105 028-675-8988 kaigo@town.takanezawa.lg.jp

那須町 保健福祉課 0287-72-6917 0287-72-0904 hoken@town.nasu.lg.jp

那珂川町 健康福祉課 0287-92-1119 0287-92-1164 shakaif@town.tochigi-nakagawa.lg.jp

栃木県 県土整備部 交通政策課 028-623-2447 kotsu@pref.tochigi.lg.jp

市町村名 部 課
メールアドレス

担当部署
電話番号 ＦＡＸ番号
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３ 標準的な事務スケジュール

自家用有償旅客運送の事業を行う場合は、

必要な申請書を作成・提出して、
登録を受けたり、届出をしなければいけません

✓ 新規登録 道路運送法79条
✓ 更新登録 道路運送法79条の６
✓ 変更登録・届出 道路運送法79条の７



３ 標準的な事務スケジュール

申請の区分に応じた 事務作業の着手時期の“目安” について

②更新 登録 有効期間の満了日の２ヶ月前

③変更登録 登録事項の変更をする日の２ヶ月前

④変更届出 軽微な登録事項の変更をした日から 30日以内

①新規 登録 事業開始の２ヶ月前
まずは、関係市町へ
Let’s相談

なるべく早めに
栃木県へ届出を！

※上記の事務作業について、不明な点があれば栃木県交通政策課（028-623-2447）に連絡してください

まずは、関係市町へ
Let’s相談

まずは、関係市町へ
Let’s相談



３ 標準的な事務スケジュール

申請の区分に応じた 主な事務手続の流れ （①新規）

①新規 登録

事
業
開
始
日
の
２
ヶ
月
前

事
業
開
始
日
の
１
ヶ
月
前

事
業
開
始
日

①運送を行いたい区域の市町
へ相談

③申請書（案）の作成
④市町へ申請書（案）を提出

申
請
者

関
係
市
町

❷相談対応、登録要否の判断
❺申請書（案）の内容確認
❻福祉有償運営協議会等の

開催準備

⑨市町から協議が調ったことを
証する書類を受領

⑩栃木県へ申請書を提出
⑪栃木県から登録証を受領

申
請
者

関
係
市
町

❼福祉有償運営協議会等の
開催 → 協議・承認

❽協議が調ったことを証する書類
を申請者へ交付

⓫栃木県から登録完了の通知
を受領



３ 標準的な事務スケジュール

申請の区分に応じた 主な事務手続の流れ （②更新）

②更新 登録

有
効
期
間
満
了
日
の
２
ヶ
月
前

有
効
期
間
満
了
日

①運送を行いたい区域の市町
へ相談

③申請書（案）の作成
④市町へ申請書（案）を提出

申
請
者

関
係
市
町

❷相談対応
❺申請書（案）の内容確認
❻福祉有償運営協議会等の

開催準備

⑨市町から協議が調ったことを
証する書類を受領

⑩栃木県へ申請書を提出
⑪栃木県から登録証を受領

申
請
者

関
係
市
町

❼福祉有償運営協議会等の
開催 → 協議・承認

❽協議が調ったことを証する書類
を申請者へ交付

⓫栃木県から登録完了の通知
を受領

参考（登録証の有効期間）
✓ 新規登録した場合 →  ２年
✓ 有効期間内に事故等を起こした場合 →  ２年
✓ 上記以外の場合 → ３年

有
効
期
間
満
了
日
の
１
ヶ
月
前



３ 標準的な事務スケジュール

申請の区分に応じた 主な事務手続の流れ （③変更）

③変更 登録

登
録
事
項
変
更
日
の
２
ヶ
月
前

登
録
事
項
の
変
更
日

①運送を行いたい区域の市町
へ相談

③申請書（案）の作成
④市町へ申請書（案）を提出

申
請
者

関
係
市
町

❷相談対応
❺申請書（案）の内容確認
❻福祉有償運営協議会等の

開催準備

⑨市町から協議が調ったことを
証する書類を受領

⑩栃木県へ申請書を提出
⑪栃木県から登録証を受領

申
請
者

関
係
市
町

❼福祉有償運営協議会等の
開催 → 協議・承認

❽協議が調ったことを証する書類
を申請者へ交付

⓫栃木県から登録完了の通知
を受領

主に次の事項を変更しようとする場合には、変更登録が必要です
✓ 路線又は運送の区域（※増加する場合）
✓ 旅客の範囲（※拡大する場合）
※上記以外の事項を変更しようとする場合は、軽微な事項の変更届出に該当

登
録
事
項
変
更
日
の
１
ヶ
月
前



３ 標準的な事務スケジュール

申請の区分に応じた 主な事務手続の流れ （④軽微な変更）

④変更 届出

登
録
事
項
の
軽
微
な
変
更
を
し
た
日

登
録
事
項
の
軽
微
な
変
更
を
し
た
日
か
ら
30
日
以
内

①届出書の作成
②栃木県へ届出書※を提出

申
請
者

栃
木
県

❸届出書の内容確認
❹登録簿の調製

( ❺登録証を申請者へ交付 )

主に次の事項を変更した場合には、変更届出が必要です
✓ 名称・住所・代表者の氏名
✓ 路線又は運送の区域（縮小する場合）
✓ 事務所の名称及び位置
✓ 自家用自動車の数とその種類ごとの数
✓ 旅客の範囲（縮小する場合）

※次の事項を変更した場合は、登録証の再交付が必要になるので、
届出書に現在交付を受けている「登録証（原本）」を添付してください。

✓名称・住所・代表者の氏名
✓路線又は運送の区域（縮小する場合）

⑥栃木県から登録証を受領



３ 標準的な事務スケジュール

詳細な事務フロー

★登録を目指す日から逆算して

概ね２ヶ月前 →

★登録を目指す日から逆算して

概ね１ヶ月前 →

登録日 →


